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2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響によりもの
づくり産業をめぐる環境は大変厳しい。その被害等から復興し
我が国の経済を健全に発展させていくためには、我が国の基
幹的産業であるものづくり産業の発展が重要であり、ものづく
り人材の育成への取組が従来にも増して必要とされている。

このため、ものづくり人材の育成への取組を積極的に推
進するとともに、東日本大震災の被災地域の公共職業能力
開発施設等において、復旧・復興支援に係る人材を育成・
確保するための取組を積極的に推進しているところである。

加えて、電力供給不安、急激な円高等の影響に対応す
るための人材の育成・確保のための積極的な取組も必要
とされている。

（1）公共職業訓練
国及び都道府県は、職業能力開発促進法により「職業

を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向
上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の
実施」等に努めなければならないこととされている。こ
のため国（厚生労働省）及び都道府県は、労働者が段階
的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識
を習得するための公共職業能力開発施設を設置し、

①離職者を対象とした、職業に必要な技能及び知識を
習得させることによって再就職を容易にするための

「離職者訓練」
②在職中の労働者を対象とした、技術革新や産業構造

の変化等に対応する高度な技能及び知識を習得させ
るための「在職者訓練」

③中学校又は高等学校卒業生を対象とした、職業に必
要な技能及び知識を習得させるための比較的長期間
の「学卒者訓練」

1.ものづくり労働者の育成のための取組

といった多様な職業訓練を実施しているところである。
また、訓練ニーズ等に即した効果的かつ効率的な職業訓
練を実施するため、毎年 PDCA サイクルにより訓練カリ
キュラムの見直しを行っている。

とりわけ自動車、電機、機械等のものづくり分野は、職
業訓練を実施する民間教育訓練機関がほとんど存在せず公
共職業訓練が特に期待される分野であるが、最近のものづ
くりの現場においては、製品の品質の高度化、納期の短縮、
価格競争の激化に応じて高精度な機器の導入が進められ、
中核人材は新技術への対応に加え設備や品質の不具合、ト
ラブルの発生、効率的な生産ラインの構築等に対応できる
能力が一層重視されるようになってきている。

このため、国が実施する公共職業訓練においては、も
のづくりの現場で使用されている高精度な機器を整備し
たうえ、ものづくり産業において将来の中核人材となる
高度な技能及び知識を有する労働者の養成を目的とした
訓練を実施するとともに、革新技術への対応、生産工程
の改善 ･ 改良等、高度かつ幅広い分野にわたる技能及び
知識についてコースを設定し、在職者を対象とした訓練
を実施しているところである。

また、離職者訓練は、雇用のセーフティネットとして国民生
活の安心と安全のために実施すべき重要な公共職業訓練の一
つであり、その内容はものづくり関連職種の訓練を始め多様な
ものとなっている。昨今の急速な景気後退による離職者の急
増に対しても迅速かつ柔軟に対応しているところである。

2010年度においては、離職者訓練は約17万人、在職
者訓練は約9万人、学卒者訓練は約2万人の合計約28万人

（速報値）に対して訓練を実施した。
なお、国による職業訓練については（独）高齢・障害・

求職者雇用支援機構のポリテクカレッジやポリテクセン
ターが、都道府県による職業訓練は各都道府県の職業能
力開発校がそれぞれ中心となって実施されている。
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技術への対応、生産工程の改善･改良等、高度かつ幅広い分野にわたる技能及び知識に

ついてコースを設定し、在職者を対象とした訓練を実施しているところである。  

また、離職者訓練は、雇用のセーフティネットとして国民生活の安心と安全のため

に実施すべき重要な公共職業訓練の一つであり、その内容はものづくり関連職種の訓

練をはじめ多様なものとなっている。昨今の急速な景気後退による離職者の急増に対

しても迅速かつ柔軟に対応しているところである。 

2010年度においては、離職者訓練は約17万人、在職者訓練は約９万人、学卒者訓練

は約２万人の合計約28万人（速報値）に対して訓練を実施した。 

なお、国による職業訓練については独立行政法人雇用・能力開発機構のポリテクカ

レッジやポリテクセンターが、都道府県による職業訓練は各都道府県の職業能力開発

校がそれぞれ中心となって実施されている。 

 

【コラム】在職者訓練に対する取組事例について  

有限会社伊藤製作所（愛知県小牧市）は、平成13年設立の従業員数16名の精密機械

製造・切削加工の会社であり、主に輸送機器、電力部品、工作機械等の産業機器の精

密部品の機械加工を得意分野としている。 

 同社は、経営方針として、「人材育成と働く環境の整備」を掲げ、「柔軟かつバラ

ンスのとれた製品作りの継続」を目指している。また、若者に魅力ある元気な会社と

して生き残るため、持続可能な成長に必要となる新しい分野に挑戦する意欲と技術を

持った人材育成は、同社にとって最重要の課題である。  

そこで、同社では、人材育成に必要な訓練設備や指導者の不足を補い、技術力強化

と多能工化を期待して、独立行政法人雇用・能力開発機構の中部職業能力開発促進セ

ンターの訓練のうち主にNC機械加工分野の在職者訓練に、主力中堅社員の３名を同社

の人材育成計画に基づき、受講させているところである。  

その結果、社員がそれぞれの業務に自信を持てるようになり、また、品質管理や加

工現場における技術力が向上し、各部門の社員が他の現場の業務もこなせるようにな

ったことで、ジョブローテーション体制の確立が可能となった。  

離職者訓練 在職者訓練 学卒者訓練

（１）対象：ハローワークの求職者
（無料（テキスト代等は実費負担））

（２）訓練期間：概ね3月～1年

（３）主な訓練コース例
（（独）雇用・能力開発機構実施例）

○施設内訓練
金属加工科
電気設備科 等

○委託訓練
OA事務科、経理事務科 等

（１）対象：在職労働者（有料）

（２）訓練期間：概ね2日～5日

（３）主な訓練コース例
（(独）雇用・能力開発機構実施例）

・NC旋盤実践技術
・自家用電気工作物の実践施工技術
・バリアフリー住宅の設計実践技術 等

（１）対象：高等学校卒業者等（有料）

（２）訓練期間：1年又は2年

（３）主な訓練コース例
（（独）雇用・能力開発機構実施例）

【専門課程】

生産技術科、電子情報技術科、制御
技術科 等
【応用課程】

生産機械システム技術科、 建築施工
システム技術科 等

国及び都道府県は、離職者、在職者、及び学卒者に対する公共職業訓練を実施しています。
＊国及び都道府県の責務：「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を
必要とする者に対する職業訓練の実施」、「事業主、事業主団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ
必要とされる職業訓練の実施」に努めなければならない。 （職業能力開発促進法第4条2項）

公共職業訓練の概要
公共職業訓練の概要
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（2）キャリア形成の支援
「キャリア」とは、一般的に「経歴」、「経験」、「発展」、

さらには「関連した職務の連鎖」等を意味するなど時間
的継続性を持った概念であり、「キャリア」を積んだ結果
として職業能力が蓄積されていくものである。

①事業主が行うキャリア形成の取組に対する支援の充実
中核人材等を育成していくために必要な実践的な職業

能力開発を進める上で、企業が果たすべき役割は極めて
重大で広範囲にわたる。とりわけ、大企業に比べ経営基
盤が脆弱な場合が多い中小企業にあっては教育訓練投資
が困難な場合もあり、職業能力開発に積極的に取り組む
中小企業やその団体に対し経済面、技術面等多岐にわた
る支援を行うことが重要な課題となっている。

具体的には、中小企業の活性化を図り技能の継承を可
能にするため、一定の要件を満たす職業能力開発の取組
を実施する中小企業の事業主及びその団体に対し、キャ
リア形成促進助成金（事業主が雇用する労働者のキャリ
ア形成を促進するために、職業訓練等を受けさせた場合
の助成措置）等により支援を行っている。特に、キャリ
ア形成促進助成金の一部である中小企業雇用創出等能力
開発助成金（中小企業労働力確保法の改善計画の認定を
受けた中小事業主等が雇用する労働者のキャリア形成を
促進するために、職業訓練等を受けさせた場合の助成措
置）では熟練した技能等を継承するための訓練に対して
助成措置を講じている。

②ジョブ・カード制度の活用
一人ひとりが能力を向上させる機会を持ちその能力を

発揮できる社会づくりが求められている中で、フリーター
等の中には、能力を高めて正社員になりたくてもその能
力を高める機会に恵まれないため正社員にもなれないと
いう悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを
得ない状況に置かれている者も少なくない。

ジョブ・カード制度は、このような者を安定的な雇用
へと導く制度として創設され、2011年4月には、労使団
体や有識者等で構成されるジョブ・カード推進協議会に
おいて「新全国推進基本計画」が取りまとめられ、広く
求職者等を対象に以下の取組を通じて安定的な雇用等へ
導く制度として実施している。
（ア）ジョブ・カードによるきめ細かなキャリア・コン

サルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上の
課題の明確化

（イ）企業実習と座学を組み合わせた訓練を含む実践的
な職業訓練（職業能力形成プログラム）の機会の提供

（ウ）訓練実施機関の評価結果や職務経歴等のジョブ・
カードへのとりまとめ

本制度の企業実習と座学を組み合わせた職業訓練には、
企業が訓練生と労働契約を結んで行われる「雇用型訓練」
と、民間教育訓練機関等への委託により行われる「委託
型訓練」がある。訓練生は、「雇用型訓練」では訓練実施
企業から賃金を得ることができ、「委託型訓練」では雇用
保険を受給できる場合には雇用保険の受給を受け、受給
できない場合には職業訓練受講給付金により、安心して
訓練を受けることができる仕組みとなっている。

コラム

在職者訓練に対する取組事例について
（有）伊藤製作所（愛知県小牧市）は、2001年設立の従業員数16名の精密機械製造・切削加工の会社であり、

主に輸送機器、電力部品、工作機械等の産業機器の精密部品の機械加工を得意分野としている。
同社は、経営方針として、「人材育成と働く環境の整備」を掲げ、「柔軟かつバランスのとれた製品作りの継続」

を目指している。また、若者に魅力ある元気な会社として生き残るため、持続可能な成長に必要となる新しい分
野に挑戦する意欲と技術を持った人材育成は、同社にとって最重要の課題である。

そこで、同社では、人材育成に必要な訓練設備や指導者の不足を補い、技術力強化と多能工化を期待して、（独）
雇用・能力開発機構（現：（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構）の中部職業能力開発促進センターの訓練のう
ち主に NC 機械加工分野の在職者訓練に、主力中堅社員の3名を同社の人材育成計画に基づき、受講させていると
ころである。

その結果、社員がそれぞれの業務に自信を持てるようになり、また、品質管理や加工現場における技術力が向上し、
各部門の社員が他の現場の業務もこなせるようになったことで、ジョブローテーション体制の確立が可能となった。
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月18日、閣議決定）の中に、2020年までの目標として、
「ジョブ・カード取得者300万人」が盛り込まれており、
一層の普及・促進を図ることとしている。

制度が創設された2008年4月からの累計で、ジョブ・
カード取得者数は約56万3千人（2011年8月末）、職業
訓練受講者数は約14万4千人（2011年8月末）となって
いる。政府として取りまとめた「新成長戦略」（2010年6

ジョブ・カード制度の概要

・雇用型訓練受講者数： 
・委託型訓練受講者数： 

約５６万３千人 

約３万９千人 
約１０万６千人 

約１４万４千人 ○職業能力形成プログラム受講者数：
○ジョブ・カード取得者数：

（人） （人） 
職業能力形成プログラム受講者数 

雇用型訓練 委託型訓練 

９月末 10 月末 11 月末 12 月末 １月末 2 月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 

580,000 
560,000 
540,000 
520,000 
500,000 
480,000 
460,000 
440,000 
420,000 
400,000 
380,000 
360,000 
340,000 
320,000 
300,000 
280,000 
260,000 
240,000 
220,000 
200,000 
180,000 
160,000 
140,000 
120,000 
100,000 
80,000 
60,000 
40,000 
20,000 

0 

328,946 
349,763 

368,771 
385,761 

407,707 

451,898 
427,983 

469,572 
489,585 

514,259 
537,088 

563,059 

（注）ジョブ・カード取得者数及び職業能力形成プログラム受講者数は、平成23年８月末時点。雇用型訓練は平成23年 9月末時点。委託型訓練は平成23年 8月末時点。（制度が創設された平成20年４月からの累計） 
※１：平成 23年４月～平成 23年５月末までに訓練を修了した者に係る値。 

 

※２：平成 23年４月～平成 23年５月末までに訓練を修了した者に係る値。 

 
ジョブ・カード取得者数 

９月末 10 月末 11 月末 12 月末 １月末 2 月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 

86,214 89,928 94,731 
97,896 98,508 99,707 

100,144 100,810 
101,621 

103,021 
104,363 

105,519 

19,879 20,260 20,735 21,929 
23,528 24,727 30,240 35,467 

37,994 38,150 38,279 38,548 

150,000 

140,000 

130,000 

120,000 

110,000 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

○訓練修了後３か月後の就職率 
・雇用型訓練：７９．５％ 
・委託型訓練：７３．２％ 

（※１） 
（※２） 

ジョブ・カード制度の推進状況
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る一方、企業経営の多様な展開や、急激な技術革新等に
より必要な職務能力や職業能力が変化し、働く者自ら職
業能力設計を行う傾向が強まる中で、キャリア形成支援
の重要性が一層高まってきている。

2011年に策定された「第9次職業能力開発基本計画」
においても、労働者の職業生涯にわたる個々人の主体的
なキャリア形成の取組を支援する観点から、就職・転職
時や、中高年期において培ってきた知識・経験等を活か
し自律的にキャリアの見直しを目指す時や、引退により
仕事以外の活動を中心とする生活へと転換する時など、
職業生涯の節目において、キャリア・コンサルティング
を受けることができる環境を整備し、キャリア・コンサ
ルティングの活用を一層進めて行くことが重要であると
されている。加えて、景気後退と厳しい雇用情勢の中、
キャリア・コンサルティングの担い手であるキャリア・
コンサルタントの役割の重要性が一層増大している。

キャリア・コンサルタントについては、一定の要件を
満たす民間機関等による養成講座や能力評価試験の下、

③キャリア・コンサルティング推進体制の整備
キャリア・コンサルティングとは、「個人が、その適性

や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに
即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に
行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相
談その他の支援」とされている。

具体的には、企業、需給調整機関、教育機関等において、
職業選択や職業に係るキャリア、職業能力開発等の課題
や問題の解決等に向けて、次のような一連のプロセスを
通じて必要な相談及び支援を行うものである。
（ア）自らの職業経験の棚卸し（振り返ること）や適性

検査等を通じた自己理解の促進
（イ）労働市場や企業 ( 雇用管理、キャリア支援等を含

む ) に関する情報提供等を通じた仕事理解の促進
（ウ）職業体験等を通じた仕事に対する動機づけを行い、

職業選択や職業能力開発のための主体的な行動への
働きかけ

高齢化の進展等に伴い、労働者の職業生涯が長期化す

6 
 

 

 

２．技能検定その他技能の能力評価のための取組  

働く者の能力開発や評価をより的確に行っていくためには、企業が求める職務や人

材像を能力要件として具体的に示すとともに、労働者も、企業が示す能力要件に照ら

して不足している職業能力の開発向上を図ることができるような、双方をつなぐ「共

通言語」が求められている。  

今後、企業や働く者を取り巻く環境の急激な悪化により労働力の流動化が進むこと

が予想される中で、この「共通言語」の意義が一層大きなものとなっていくと考えら

れる。 

ここでは、我が国における代表的な職業能力評価のための「共通言語」を構成する

制度を紹介する。 

 

（１）技能検定 

技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準に基づき検定し公証する制度であり、

 

キャリア・コンサルティングの流れ 

 

 

○ キャリア・コンサルティングとは 

キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験等に応じて

自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発

を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の

支援」をいう。 

  なお、キャリア・コンサルティングは、下記のような個別相談を中心としな

がらも、こうした取組みに関する組織への働きかけ、社会への教育普及活動と

いった側面も非常に重要であるとされている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※ キャリアとは一般に、「経歴」、「経験」、「発展」さらには、「関連した職務の連鎖」等

と表現され、時間的持続性ないし継続性を持った概念。「職業能力」は「キャリア」を

積んだ結果として蓄積。 

 

 

異動、昇進、就職、転職、・・・ 

自己理解  仕事理解  啓発的経験 

今後の職業生活設計、目標の明確化等に 

係る 意思決定 

職業選択・求職活動、能力開発等の  方策の実行 

新たな仕事への  適応 

職務経験や教育訓練の受講等を積み重ねて 

いくことによる、段階的な職業能力の形成 

・ 興味・適性・能力等の明確化 

・ 職業経験の棚卸し 

・ 労働市場、企業等に関する情報提供 

・ 職務に求められる能力、キャリアルート等の理解 

・ キャリアプランの作成 

・ 中長期的目標及び短期的目標の設定 

・ 能力開発・教育訓練等に関する情報提供 

方策の実行（活動）状況を把握しつつ、 

必要に応じてサポート 

キャリア・コンサルティングの流れ 

① ②

   
③ 
 

⑥ 

④ 

⑤

  

キャリア形成 

 

 

＝ 

キャリア・コンサルティングの流れ

○　キャリア・コンサルティングとは
キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験等に応

じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業
能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される
相談その他の支援」をいう。

なお、キャリア・コンサルティングは、下記のような個別相談を中心と
しながらも、こうした取組みに関する組織への働きかけ、社会への教育普
及活動といった側面も非常に重要であるとされている。
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検者数の推移をみると、工業高校生等を中心に増加して
きており、今後とも、技能検定の受検勧奨等を通じた普
及拡大を図っていくことにより技能習得に取り組む若年
者が増えることが期待される。技能検定は、厚生労働大
臣が、政令で定める職種ごとに、厚生労働省令で定める
等級に区分して実技試験及び学科試験により行っており、
合格者は「技能士」と称することができる。

職種は、2011年4月1日現在、機械保全職種や機械加
工職種等136の職種がある。

本制度は1959年度から実施され、2010年度には全国
で約78万人の受験申請があり、約29万人が合格してい
る。技能検定制度開始からの累計では、延べ約459万人
が技能士となっている。

（2）職業能力評価基準
職業能力評価基準は、職業能力を客観的に評価する能

力評価のいわば「ものさし」となるよう、業界団体との
連携の下、詳細な企業調査による職務分析に基づき、仕
事をこなすために必要な職業能力や知識に関し、担当者
から組織や部門の責任者に必要とされる能力水準までレ
ベルごとに整理し体系化したものである。

業種横断的な経理・人事等の事務系職種のほか、スー
パーマーケット業やホテル業など業種別に策定しており、
2010（平成22）年12月には新規に旅館業及び施設介護
業が加わるなどして46業種が完成している。また、製造
業関係では、電機機械器具製造業、自動車製造業、金属
プレス加工業等で職業能力評価基準が策定されている。

各機関名による資格を付与してきたが（「標準レベルキャ
リア・コンサルタント」）、さらにレベルの高いキャリア・
コンサルタントの養成を進めるため、キャリア・コンサ
ルティングを技能検定の一職種として追加（2008年度よ
り技能検定2級試験を実施し、2011度から1級試験を実
施する予定）した。今後とも、専門的なキャリア・コン
サルタントの養成に向け、質と量の両面で充実させてい
く必要がある。

働く者の能力開発や評価をより的確に行っていくために
は、企業が求める職務や人材像を能力要件として具体的に
示すとともに、労働者も、企業が示す能力要件に照らして
不足している職業能力の開発向上を図ることができるよう
な、双方をつなぐ「共通言語」が求められている。

今後、企業や働く者を取り巻く環境の急激な悪化により
労働力の流動化が進むことが予想される中で、この「共通
言語」の意義が一層大きなものとなっていくと考えられる。

ここでは、我が国における代表的な職業能力評価のた
めの「共通言語」を構成する制度を紹介する。

（1）技能検定
技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準に基づ

き検定し公証する制度であり、ものづくり労働者を始め
とする労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労
働者の社会的地位の向上に重要な役割を果たしている。

製造業における中心的な検定職種に係る過去5年間の受

2.技能検定その他技能の能力評価のための取組
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コラム

職業能力評価基準を活用して、社員の職務能力向上を推進
職業能力評価基準を実際に活用して、新たな能力評価システムを導入した企業を紹介する。茨城県にある栗田

アルミ工業（株）は、アルミニウム鋳造の専門企業として、自動車及び産業機械、弱電製品などの部品製造を手
掛けている。同社は経営戦略の課題であった「人材育成と技術の向上」を実現するために、評価システムの刷新
を含めて様々なプロジェクトを始動した。新たな能力評価システムは、従来の職務能力評価シートに、具体的行
動指針である職業能力評価基準（事務系職種）の「職務遂行のための基準」を加えることにより、社員一人ひと
りの業務をより明確化し、社員のキャリアアップにつなげている。さらに新制度導入後も問題点を検討しており、
給与体系とのリンクや人材育成を体系化した教育プログラムの作成が課題となっている。

我が国のものづくり立国としての基盤を確かなものと
していくためには、ものづくりに携わる技能者の処遇面
を含めた社会的評価の向上を図るとともに、若年者が進
んで専門職能の技能者（職人）を目指すような環境を整
備することが重要である。

そのためには、子供から大人までの国民各層において、
社会経済におけるものづくりの必要性や、そのために必
要な技能の重要性について広く認識する社会を形成する
ことが求められる。こうした観点から、技能五輪全国大
会を始めとする各種イベント等により国民各層で技能尊

3.ものづくり立国に向けた基盤整備 重気運を醸成し、ものづくり立国への意識を高める取組
がますます求められているといえよう。

（1）現代の名工等技能尊重の気運を醸成するため
の取組

「現代の名工」とは、卓越した技能者（現代の名工）を
表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を
浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図
るとともに、青少年がその適性に応じて誇りと希望を持っ
て技能労働者となってその職業に精進する気運を高める
ことを目的とした表彰制度であり、1967年度に第1回の
表彰が行われて以来2011年度で45年目を迎えている。

8 
 

 

 

 

３．ものづくり立国に向けた基盤整備  

我が国のものづくり立国としての基盤を確かなものとしていくためには、ものづく

りに携わる技能者の処遇面を含めた社会的評価の向上を図るとともに、若年者が進ん

で専門職能の技能者（職人）を目指すような環境を整備することが重要である。  

そのためには、子供から大人までの国民各層において、社会経済におけるものづく

りの必要性や、そのために必要な技能の重要性について広く認識する社会を形成する

ことが求められる。こうした観点から、技能五輪全国大会を始めとする各種イベント

等により国民各層で技能尊重気運を醸成し、ものづくり立国への意識を高める取組が

ますます求められているといえよう。  

（１）現代の名工等技能尊重の気運を醸成するための取組  

「現代の名工」とは、卓越した技能者（現代の名工）を表彰することにより、広く

社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図

るとともに、青少年がその適性に応じて誇りと希望を持って技能労働者となってその

職業に精進する気運を高めることを目的とした表彰制度であり、1967年度に第１回の

表彰が行われて以来2011年度で45年目を迎えている。 

被表彰者は、都道府県知事、全国的な規模の事業を行う事業主団体その他の推薦者

から推薦（一般推薦）され、次のすべての要件を満たす者のうちから厚生労働大臣が

技能者表彰審査委員の意見を聴いて決定している。  

（ア）きわめてすぐれた技能を有する者  

（イ）現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者  

栗田アルミ工業の評価シートの一例
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表彰された（1995年度までは毎年おおむね100名を表彰
し、1996年度からは毎年おおむね150名を表彰している）。

（2）各種技能競技大会の開催等技能の振興
「ものづくり立国」に向け、子供から大人まで国民各層で

技能尊重の気運を醸成し、ものづくり及びそれを支えるもの
づくり人材育成の重要性が再認識されることが重要である。

こうした中、各種大会等の開催を通じて、若年者もの
づくり人材の育成を推進している。

①技能五輪全国大会及び全国障害者技能競技大会
国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技

能者に努力目標を与えるとともに、技能を身近に触れる機会

被表彰者は、都道府県知事、全国的な規模の事業を行
う事業主団体その他の推薦者から推薦（一般推薦）され、
次のすべての要件を満たす者のうちから厚生労働大臣が
技能者表彰審査委員の意見を聴いて決定している。
（ア）きわめてすぐれた技能を有する者
（イ）現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
（ウ）技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展

に寄与した者
（エ）他の技能者の模範と認められる者
表彰は、厚生労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被

表彰者に表彰状、卓越技能章（盾及び徽章）及び褒賞金
（10万円）を授与して行われている。

第1回が行われて以来、第45回の表彰までで5,138名が

コラム

輝く技能－技能五輪全国大会－
第48回大会は、2010（平成22）年10月22日から10月25日にかけて神奈川県のパシフィコ横浜を中心とす

る9会場において、39の競技職種に1,028名もの選手の参加を得て盛大に開催された。大会期間中は、中学高校
生を始めとする多くの来場者を迎え、技能に身近に触れてもらうことで、技能の大切さ、素晴らしさをより一層
アピールすることができた。

2011（平成23）年度においては、12月に千葉県を中心に開催する予定となっている。

課題に取り組む選手達

コラム

2010年度「現代の名工」の技
綱川　正幸 氏（56歳）

アルミ板の歪みを取り除く精整工程の技能に卓越し、アルミ板材の品質向
上に貢献
【金属材料仕上げ工（株）神戸製鋼所真岡製造所】

3次元歪測定器で400倍に拡大しなければ観察できないような小さな歪み
を目視で見抜き、アルミ板を矯正するなどの精整工程の技能に卓越してい
る。また、豊富な知識と技能により、印刷版を始めとしたアルミ板材の品質
向上に多大な貢献を果たすとともに、知識・技能を後継者に伝承すべく、若
手技能者の育成に努めている。

作業風景写真

作業風景写真
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考会も兼ねており、成績優秀者は2011年10月にイギリ
スで開催される第41回技能五輪国際大会の日本代表選手
に選ばれることとなっている。

また、第32回全国障害者技能競技大会（アビリンピッ
ク）は、2010年10月に神奈川県横浜市で開催された。障
害の有無にかかわらず誰もが社会に参加し支え合う「ユ
ニバーサル社会」の実現の基盤形成に大きく寄与してい
るものである。

を提供するなど、広く国民一般に対して技能の重要性、必要
性をアピールし、技能尊重気運の醸成を図ることを目的とし
て1963年より毎年10月から11月に開催している。

第48回技能五輪全国大会は、2010年10月に神奈川県
横浜市で開催されたところであり、1,028名の選手が参加
して、「旋盤」、「フライス盤」、「精密機械組立て」等もの
づくり技能を含む39の職種について競技が行われた。こ
の大会は2年に1度開催される「技能五輪国際大会」の選

コラム

障害を乗り越えて－全国障害者技能競技大会－
全国障害者技能競技大会（アビリンピック）は、障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つ

ことができるよう、その職業能力の向上を図るとともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を深め、その雇
用の促進と地位の向上を図ることを目的として開催されている。

2010年度は、10月15日から10月17日までの3日間にわたり、神奈川県横浜市において第32回全国障害者技
能競技大会（アビリンピック）が開催された。

大会には、技能競技22種目に全国から267名の選手が参加し、日頃培った技能を競い合うとともに、先駆的又
は雇用拡大が期待される IT、オフィスアシスタント、ベッドメイキングの3職種による技能デモンストレーショ
ンが実施された。

会場では、第32回アビリンピックの開催に併せて、障害者の雇用にかかわる展示、実演、体験など複合的な
イベントである「障害者ワークフェア2010」が同時開催され、大会期間中は、約34,600人（サテライト会場来
場者を含む）を超える方々が来場し、盛大な大会となった。

課題に取り組む選手達
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コラム

「技能」の祭典－技能グランプリ－
特に優れた技能を有する1級技能士等が参加する技能競技大会であり、技能士の技能の一層の向上を図るとと

もに、その熟練した技能を広く国民に披露することにより、その地位の向上と技能の振興を図ることを目的とし
て、1982（昭和57）年から実施しており、2003（平成15）年の第22回大会から隔年で開催している。

直近では、第26回大会が、2011（平成23）年3月に千葉県千葉市を中心に、26職種、480名の選手が参加し
て開催された。

課題に取り組む選手達

コラム

若年者ものづくり競技大会
若年者のものづくり技能に対する意識を高め、若年者を一人前の技能労働者に育成していくためには、技能習

得の目標を付与するとともに、技能を競う場が必要である。
このため、公共職業能力開発施設、認定職業訓練校、工業高校等において技能を習得中の20歳以下の者を対

象に「若年者ものづくり競技大会」を2005（平成17）年から開催している。
直近では、2011（平成23）年8月に第6回大会が、滋賀県立高等技術専門校米原校舎・草津校舎、神戸国際展

示場、兵庫県立ものづくり大学校の4会場で開催され、14職種について、技能を活かした各種競技が行われた。

課題に取り組む選手達

中心に開催されたところであり、480名の選手が参加し
て、「旋盤」、「機械組立て」、「表具」、「貴金属装身具」等
の26の職種について競技が行われた。

②技能グランプリ
技能グランプリは、優れた技能を有する1級技能士等

が参加する技能競技大会であり、隔年で開催されている。
第26回技能グランプリは、2011年3月に千葉県千葉市を

③若年者ものづくり競技大会
若年者のものづくり技能に対する意識を高め、若年者を

一人前の技能労働者に育成していくためには、技能習得の
目標を付与するとともに、技能を競う場が必要である。

このため、職業能力開発施設、認定職業訓練校、工業

高校等において技能を習得中の20歳以下の者を対象に毎
年「若年者ものづくり競技大会」を開催し、これら若年
者に目標を付与し、技能を向上させることにより若年者
の就業促進を図り、併せて若年技能者の裾野の拡大を図っ
ている。
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「ものづくり立国・日本」次世代フェスタ～受け継ごう！日本の技能　明日の『ものづ
くり立国・日本』は、君が主役！～
「ものづくり立国・日本」次世代フェスタが、2011（平成23）年1月15日から16日の2日間、東京都江東区の

「東京ビッグサイト」において開催された。
本事業は、将来の仕事について考え始める時期である小学校高学年、中学生を主対象として、職業能力開発促

進法に基づく技能検定の職種を中心に130を超える職種について、ものづくりの仕事を分かりやすく紹介すると
ともに、子供の進路決定に大きな影響を及ぼす保護者や教職員も含めてアプローチすることにより、若年者の技
能や技能者に対する認識が高まり、進んで技能者を目指す環境が形成されることを目的としている。

さらに、この次世代フェスタでは、技能検定の職種に携わる職人達の
技能実演や技能体験指導、技能検定の職種に関係する学校や職業訓練校
の紹介を行ったことに加えて、各業界の第一人者によるものづくり教育
に関する講演や、中高生等の出場者が作品を通してそれぞれの技能を競
い合った「中学生・高校生職人コンテスト」などを行った。

2日間の会期中に6,000人を超える来場者があり、「普段あまり興味が
なかったのに、実演を見て本当に素晴らしいと思った」「職人の仕事に対
する熱意、またそれを伝えていこうという姿勢に感動した」といった声
が多数寄せられ、若年者等へ技能の魅力やものづくりの素晴らしさを伝
えるとともに、将来の進路選択の機会の拡大に寄与している。 開場前のにぎわい

ボール盤での穴あけ体験大工さんの指導でのものづくり体験 技能士が作り上げた庭園

コラム

2009年技能五輪国際大会の成果等の普及啓発事業
2009年にカナダ・カルガリーにて開催された第40回技能五輪国際大会により高まりを見せた技能尊重気運の

更なる醸成と中学生及び高校生等の若年者に向けて「ものづくり」「技能」への関心を高めることを目的とし、技
能五輪メダリストが母校やものづくり関連イベントにおいて技能実演及び技能指導、トークセッションを全国47
都道府県で実施した。併せて、第40回技能五輪国際大会に出場した選手の活躍を紹介する冊子及び DVD「日本の
ものづくりを未来へ　技能五輪のチャレンジャーたち」を作成し、進路教育等のための教材として工業高校等に
配布した。

（3）若年者に対する技能啓発の推進
次代のものづくり産業を担う若年者に対し、技能やも

のづくりに対する関心 ･ 興味を喚起していくことを目的
として、職業能力開発施設や業界団体、教育機関などの
関係機関との連携により、優れた技能者の製作実演や作
品の紹介を行うとともに、若年技能者との交流等を図れ

る機会を設けている。
また、生徒の技能向上を図りたい工業高校や、従業員

の技能向上を目指す中小企業に対し、熟練技能者との仲
介を行い、工業高校や中小企業等に熟練技能者を派遣し
実技指導を行うことにより、ものづくりの楽しさを伝え、
技能の継承を図っている。
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若年者の製造業への興味・関心を高め、理解を深めるための愛知の取組

◎　愛知労使共同提言事業
愛知県経営者協会（愛知経協）と日本労働組合総連合会愛知県連合会（連

合愛知）は、社会全体で若年者の就労意識や職業観を育成していくことは
重要な責務であるとの認識に立って共同研究を行い、2007年に「これから
社会に出る若者の育成について～高校生における問題提起～」として、「行
政と労使が協力し、この地域の特徴である『ものづくり』を始め、あらゆ
る産業で働く若者にとって、意欲的に働くことができるよう活動を展開し
ていきたい」と提言、2008年度から以下の事業が実施されている。
①工業高校生のための工場見学と技能五輪出場選手との交流

工業高校生が工場を訪問して最新の施設を見学するとともに、技能五輪
に出場する選手の訓練の様子を見学し、彼らとの交流会を持つ。
②高校生のための労使出前講座

企業の人事担当者や労働組合の役員などが講師となって高校へ出向き、
働くことに関する講話・質疑応答を行う。
③高校教員のための企業見学

高校教員自身が企業に対する理解を深め、生徒に対して適切な助言・指
導を行えるよう、主に地元の中堅・中小企業を訪問・見学する。

特に、①は、工業高校生が、自分たちと数歳しか違わない先輩の努力と
技能のレベルに直に触れるもので、生徒たちは学校での日々の取組・体験
と照らし合わせながら、「自分たちも五輪を目指せるようになりたい」との
強い動機づけを与えていると、高く評価されている。

◎「あいち・出会いと体験の道場」推進事業
中学生に、社会の成り立ちについての理解、働くことの意義、責任感な

どをしっかり身に付けてもらうため、地域社会を中学生の社会性を育む道
場として位置づけ、地域の商店、企業、公的な施設などの様々な人に、5日
間程度の職場体験の「先生」になってもらう事業で、2006年度から愛知県
が推進している。

受入事業所を「応援団」として認定（2009年度末現在19,000社超）、
2010年度は約5万人の中学生が職場体験を行った。製造業では製造データ
の入力や検品等の安全な作業を任されて体験している。
「体験先が第三次産業に偏った。安全面等に配慮しながら、第一次産業、

第二次産業とのバランスに配慮するようにしたい」といった課題もあるが、
「一つのことにこだわるすごさに感動した。将来の夢の候補がひとつ増えた
（生徒感想）」「楽しい仕事に就きたい、お金をもうけたい」といった体験前の意見が、体験後には、「やりがいのあ
る仕事に就きたい、社会に役立つために働きたいという価値観に変わった（教師意見）」など、効果が高く評価さ
れている。

技能五輪出場選手の訓練を見学

技能五輪出場選手との交流会

職場体験の様子



213

②雇用保険を受給できない方への訓練期間中の生活支援等
被災者の訓練受講を支援するため、公共職業訓練又は

基金訓練の受講期間中の生活支援である訓練・生活支援
給付について、次の要件緩和を実施している。

・　土地・建物要件について、現住所以外に土地・建
物を所有している場合でも、被災者の個別事情も踏
まえて、柔軟に運用すること。

・　年収要件について、過去に収入があっても、被災
により今後の収入見込みがない場合には受給可能と
すること。

また、被災により離職を余儀なくされた者や内定を取
り消された学卒未就職者が、公共職業訓練を受講する場
合、訓練手当の支給対象としている。
③職業訓練施設の復旧支援

被災した公共職業能力開発施設及び認定職業訓練校につ
いて、国から都道府県に対する施設整備補助金の補助率の
引き上げ（公共職業能力開発施設〔1/2→2/3〕、認定職業
訓練校〔1/3→1/2〕）等によって、復旧を支援している。

（4）東日本大震災からの復旧・復興支援のための
人材育成等

①職業訓練の機動的な拡充・実施等
東日本大震災の影響による被災地域の雇用情勢は依然

として厳しい状況にあるものの、震災に伴い建設機械等
のオペレーター等の求人が増加しており、被災地の復旧・
復興のために必要な人材を育成するため、公共職業訓練

（委託訓練）及び雇用保険を受給できない方を対象に、再
就職に必要な技能及び知識を習得するための無料（テキ
スト代等は自己負担）で実施する職業訓練 ( 基金訓練 ) を
活用し、車両系建設機械等の操作を習得するための特別
訓練コースを実施するとともに、（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構のポリテクセンター等において、公共職
業訓練（施設内訓練）として建築施工や電気設備の職業
訓練コースを拡充し、実施している。

また、被災地域の訓練生等が負担する学卒者訓練の入
学料・授業料等の免除、被災地域の事業主が負担する在
職者訓練の受講料の免除の措置を講じている。
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